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判例で学ぶ！
契約不適合責任と仲介業者の責任

弁護士 熊谷則一
（一社）沖縄県不動産流通機構研修会
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第１ 契約不適合責任

１ 契約不適合責任の根拠規定

（買主の追完請求権）
第５６２条 引き渡された目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しない

ものであるときは、買主は、売主に対し、目的物の修補、代替物の引渡し又は
不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、売主は、
買主に不相当な負担を課するものでないときは、買主が請求した方法と異なる
方法による履行の追完をすることができる。

（２項略）

（買主の代金減額請求権）
第５６３条 前条第１項本文に規定する場合において、買主が相当の期間を定めて履行の

追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、買主は、その不適合
の程度に応じて代金の減額を請求することができる。

（２項以下略）

（買主の損害賠償請求及び解除権の行使）

第５６４条 前２条の規定は、第４１５条の規定による損害賠償の請求並びに第５４１条
及び第５４２条の規定による解除権の行使を妨げない。
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契約不適合である場合には、買主は、

① 修補の請求などの履行の追完請求

② 代金減額請求

③ 損害賠償請求

④ 解除権の行使

をすることができる。

【設例】

◆売主Ａと買主Ｂとが、Ａ所有の土地建物について、Ｂが当該建物に居住
する目的で、売買契約を締結した。

◆買主Ｂは代金全額を支払い、土地建物の引渡しを受けた。

◆引渡しから６カ月後に台風による豪雨があり、建物から雨漏りが発生し
た。

◆なお、売買契約書には、建物の品質として、雨漏りが発生しない品質で
あることという規定は定められていなかった。

【質問】

◆雨漏りは、契約不適合か。
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◆「品質に関してこの契約の内容に適合しないもの」が契約不適合。

➢ 契約の内容に適合しているか否かは、どのように判断するのか。

➢ 売買契約書の中で、当該建物の品質について、雨漏りをしない品質で
あることが明記されている場合には、雨漏りする品質の建物が契約不
適合であることは明確。

➢ 契約書の中に、当該建物の品質について、雨漏りをしない品質である
ことが明記されていない場合、ＢはＡに対して契約不適合責任を追及
することはできないのか。

◆「契約の内容」は、契約書に明記したものだけではない。

➢ 取引観念・社会通念を踏まえて当事者が（黙示的に）合意する内容も
契約の内容に含まれる。

➢ 品質に関する契約の内容には、契約書に明記された内容と、取引観
念・社会通念を踏まえて当事者が（黙示的に）合意する内容とがある。

◆居住用の建物の売買の場合には、契約書で明示的に定めなくても、社会
通念・取引観念上は、品質については、雨漏りが存在しない性質である
と合意されていると考えられる。

◆したがって、雨漏りが存在する建物は、契約不適合であると考えられる。

◆なお、「瑕疵」と「契約不適合」は同じ。判例の「瑕疵」の考え方を条
文で定義したのが「契約不適合」。
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２ 宅建業法４０条による強行法規化

改正後の宅建業法４０条

◆民法５６６条は、契約不適合担保責任は、買主が不適合の事実を知った
時から１年以内にその旨を通知しなければならない、ということを定め
ている。

◆宅建業法４０条１項は、この「不適合の事実」の通知期間について、買
主が不適合の事実を知るか否かにかかわらず、「目的物の引渡しの日か
ら２年以上となる特約」が可能であると定めている。

（担保責任についての特約の制限）
第４０条 宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地又は建物の売買契約において、その目的

物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき
責任に関し、民法第５６６条に規定する期間についてその目的物の引渡しの日から２年以
上となる特約をする場合を除き、同条に規定するものより買主に不利となる特約をしては
ならない。

（２項以下略）

9

３ 売主に対する責任追及

◆売買の目的物に「不具合」があった場合に、買主はどのような法律構成
で、売主の責任を追及するか。

➢ 契約不適合責任（民法５６２条～５６４条）の追及

✓ 当該不具合は「契約不適合」であるとして、その責任を追及する。

➢ 情報提供義務違反の追及

✓ 当該不具合に関する情報は、売主が売買契約に付随する信義則上の
情報提供義務の対象であるのにその義務を怠ったとして責任（不法
行為責任）を追及する。

✓ 契約不適合責任を追及できない場合でも、情報提供義務違反を問題
とすることが少なくない。
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第２ 仲介業者の責任

１ 仲介業者の民事上の責任の根拠

（１）債務不履行責任

◆宅地建物取引における媒介契約は、民法６５６条の準委任契約であると
解するのが通説・判例。
→媒介とは、契約当事者の委託を受け、両者の間に立って売買、賃貸借等の契約の成立

にむけてあっせん尽力する事実行為をいう。媒介契約は、一方が法律行為の成立に尽
力するという事務を委託し、他方がこれを承諾することによって成立するので、準委
任契約（民法６５６条）たる性質を有する（最判昭和４４年６月２６日）。

◆したがって、媒介の性質に反しない限り、委任契約の規律が適用される。
例えば、仲介業者は、媒介契約の本旨に従い、善良な管理者の注意を
もって、委任事務を処理する義務を負う（民法６４４条）。

◆媒介契約を締結した仲介業者に善管注意義務違反があれば、債務不履行
責任が追及される。
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（２）不法行為責任

◆顧客と仲介契約（媒介契約）を締結していない仲介業者（例えば、共同
仲介において買主とは媒介契約を締結していない元付業者やあんこの業
者）には、業務上の一般的な注意義務があり、この注意義務の内容とし
て、調査・説明義務が認められる。

◆判例は、「不動産仲介業者は、直接の委託関係はなくても、これら業者
の介入に信頼して取引をなすに至った第三者一般に対しても、信義誠実
を旨とし、権利者の真偽につき格別に注意する等の業務上の一般的注意
義務がある。」（最高裁昭和３６年５月２６日判決）としている。

◆仲介業者に注意義務違反があれば、不法行為責任が追及される。
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（３）注意義務の程度

◆裁判例を検討すると、次のような傾向があることがわかる。

① 取引当事者の同一性や代理権の有無、目的物件の権利関係、法律上の
制限の調査など、宅地建物取引業者としての専門性に対応する事項につい
ては高度の注意義務を負う。

② 目的物件の隠れた瑕疵などに関する専門的調査や鑑定能力は要求しな
い。宅地建物取引の専門家としての一般的な注意義務。

◆類型別の注意義務の程度

➢ 物理的な契約不適合についての仲介業者の責任

✓ 仲介業者は、物理的な契約不適合についての専門家や鑑定人ではな
いので、高度な注意義務を負うのではなく、一般的な業務上の注意
義務を負うにとどまると判断するのが裁判例の傾向である。
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➢ 法律上の制約がある契約不適合についての仲介業者の責任

✓ 権利関係についても、法律的な制約にしても、宅建業法３５条の重
要事項説明義務の対象となる法令上の制約については、仲介業者は、
民事上も高度な注意義務を負うというのが裁判例の傾向である。

➢ 地中埋設物・埋蔵物がある契約不適合についての仲介業者の責任

✓ 地中埋設物・埋蔵物・土壌汚染については、仲介業者は専門家や鑑
定人ではないので、高度な注意義務は負わず、一般的な業務上の注
意義務を負うにとどまると判断するのが裁判例の傾向である。

➢ 心理的な契約不適合についての仲介業者の責任

✓ 心理的な契約不適合については、仲介業者は専門家や鑑定人ではな
いので、高度な注意義務は負わず、一般的な業務上の注意義務を負
うにとどまると判断するのが裁判例の傾向である。
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第３ 近時の裁判例
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１ 事例の概要

（１）契約不適合責任が問題となった事例

◆地中障害物（東京地裁令和４年１２月２０日判決）【事例１】

◆地中埋設物（東京地裁令和４年３月２９日判決）【事例２】

◆フラット３５（東京地裁令和４年８月２５日判決）【事例３】

（２）瑕疵担保責任が問題となった事例

◆雨漏り・シロアリ（東京地裁令和４年１２月２２日判決）【事例４】

◆地耐力（東京地裁令和５年７月１９日判決）【事例５】

◆人の死（東京地裁令和４年８月１８日判決）【事例６】

◆暴力団等（東京地裁令和４年５月３０日判決）【事例７】

◆私道の合意（東京地裁令和４年７月２６日判決）【事例８】

17

（３）売主の説明義務違反が問題となった事例

◆私道の合意（東京地裁令和４年７月２６日判決）【事例８】

◆賃貸収入（東京地裁令和４年３月２９日判決）【事例９】

◆雨漏り（東京地裁令和４年２月１７日判決）【事例１０】

（４）仲介業者の説明義務違反が問題となった事例

◆地耐力（東京地裁令和５年７月１９日判決）【事例５】

◆私道の合意（東京地裁令和４年７月２６日判決）【事例８】
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【事案の概要】

◆令和３年１月３０日、買主Ｘは、本件土地を第三者に分譲することを目
的に、売主Ｙらとの間で本件土地について金１億２４００万円で売買契
約を締結した。

◆売買契約中には、地中障害物等の契約不適合があったときは、Ｙらは自
己の責任と費用負担においてこれを処理し、Ｘの利用に一切障害を与え
てはならないとする条項があった。

◆本件土地の引渡後、以前本件土地上に存在した建物の基礎と思われるコ
ンクリート部分が本件土地の地中に存在することが判明した。

◆Ｙは、撤去業者らによって、地中障害物の撤去工事（１度目の撤去工
事）を行った。

19

【事例１ 地中障害物につき、売主の撤去が不十分であったとして、契約
不適合責任が問題となった事例】
東京地裁令和４年１２月２０日判決（判例秘書L07733091）

◆その後、Ｘから本件土地の造成工事を請け負った会社が本件土地を掘削
したところ、地中にコンクリートガラが多数あり、また、４０センチ
メートル大のガラやパイプ等の産業廃棄物があった。造成会社は、再掘
削をして、ふるい分け作業を行った。

◆撤去業者は、ガラの一部を撤去した（２度目の撤去工事）。しかし、Ｙ
らは、残りのガラの撤去や処分費用等の支払には応じなかった。

◆Ｙの主張

➢ Ｘは１度目の撤去工事を把握しており、本件ガラ等は地中障害物に該
当しない。

➢ ２度目の撤去工事により、本件地中にはこぶし大以下の大きさの石し
かなく、本件土地に建物を建築することに支障はないので、地中障害
物には該当しない。
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【裁判所の判断骨子】

◆本件撤去業者が１度目の撤去工事を行った後においても、本件土地に４
０センチメートル程度の大きさのガラ、パイプ、耐火レンガ等の産業廃
棄物が存在し、それにもかかわらず、本件撤去業者は、それらのガラ等
の一部しか撤去しなかった。

◆これら４０センチメートル程度の大きさのガラ、パイプ、耐火レンガ等
の産業廃棄物が本件売買契約１６条所定の「地中障害物」に当たること
は明らかであり、これらの地中障害物が引渡し後の本件土地に存在する
ことは本件売買契約上の契約不適合に当たる。

◆本件記録を精査しても、２度目の撤去工事後に本件土地に残っていたの
がこぶし大の石にとどまることを認めるに足りる証拠はない上、こぶし
大の石であっても、その分量によっては建築に支障が生ずることもある。

→ふるい分け作業と撤去費用２３１万３３００円の損害賠償を認めた。

21

【事案の概要】

◆令和２年４月１９日、買主Ｘは、売主Ｙとの間で本件土地建物について
金２１８０万円で売買契約を締結し、５月２９日に引渡しを受けた。

◆買主ＸがＡ社に本件建物の解体撤去工事を依頼し、下請けのＢ社が工事
をしたところ、本件土地から地中埋設物が発見されたとして、６月下旬、
ＸはＹに対して撤去を要請した。しかし、Ｙは撤去工事を拒絶した。

◆Ｙの主張

➢ Ｘが地中埋設物と主張しているコンクリートガラ等は、本件建物の基
礎、擁壁、側溝、トイレタイル等であり、地中埋設物ではない。

22

【事例２ 地中埋設物につき、売主が有用な地中工作物であるとして、契
約不適合責任を争った事例】
東京地裁令和５年３月２９日判決（判例秘書L07830257）
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➢ Ｘは地中にコンクリート杭が５本埋設されていて、いずれも契約不適
合であると主張しているが、本件土地を含む付近一帯の土地は軟弱地
盤であり、当時の住宅営団が地盤を強固にするために土地全体に地中
杭を３１本埋設した。コンクリート杭は、建物を新築するために不可
欠な地中工作物であり、契約不適合ということはできない。

【裁判所の判断骨子】

◆Ｘが主張するコンクリートガラ等については、Ｘが提出した写真からで
は地中埋設物なのか、本件建物の解体後の素材の一部なのかが判然とし
ない。Ｘは本件建物の前の建物の基礎等であるとして写真を提出してい
るが、これが地中埋設物なのか、本件建物の基礎、基礎、擁壁、側溝、
トイレタイル等なのか判然としない。

◆コンクリートガラ等については、地中埋設物と認めるに足りる証拠はな
い。

23

◆仮に本件土地のコンクリート杭が、建物の不等沈下等を防止する効用を
有する支持杭であれば、これが地中に埋設されていても、一概に契約内
容に適合しないとはいえない。しかしながら、本件土地のコンクリート
杭は、土地の一部分にのみ埋設された５本であるから、これだけでは建
物の支持杭として意味を持たないことが明らかである。

◆Ｘは、やむなくコンクリート杭を避けて地盤補強工事を行い、建物を新
築しているが、一般的に、このような支持杭ではない地中杭が存在する
ことは、建物建築の障害となり得るものとして、土地の減価要因となる
から、本件売買契約の内容に適合しないと認めるのが相当である。

→コンクリート杭撤去費用５０万円の損害賠償を認めた（この金額は撤去
費用１３５万円のうち、Ｘが請求していた金額全額）。
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【事案の概要】

◆令和３年２月８日、買主Ｘ（宅建士）は、仲介業者Ａ（買主側）・Ｂ
（売主側）の仲介により、本件土地建物につき、金３２９０万円で売買
契約を締結した。

◆本件宅地建物の広告では「フラット３５の利用相談可」となっており、
重要事項説明書では簡易耐震診断によると耐震性能は低い旨が記載され
ていた。

◆本件売買契約では、契約不適合責任は給排水管の故障、シロアリの害に
限り引渡完了日から３か月に限り修補に限る旨、フラット３５を利用す
る場合には３月５日までに融資の承認を得られない場合には白紙で解約
する旨、違約金は売買代金１０％相当額（３２９万円）、手付金は２０
０万円、残代金決済日は６月２８日とする旨が定められた。

25

【事例３ フラット３５が認められなかった建物につき、買主が契約不適
合による契約解除を主張した事例】
東京地裁令和４年８月２５日判決（判例秘書L07732356）

◆Ｘは、３月１５日、フラット３５の適合証明書を発行する会社から適合
証明書の発行ができない旨の連絡を受けた。

◆Ｘは６月１０日、Ｙに対し、本件売買契約を錯誤・契約不適合で解除す
る旨の意思表示を行い、手付金２００万円の返還を求めた。

◆Ｙは、本件売買契約は有効に存続しているとして、６月２８日の決済の
場所と時間を指定するようにＸに通知した。

◆その後、ＸはＹに対して手付金２００万円の返還を求め、これに対し、
ＹはＸに対して、本件売買契約を解除して違約金の支払を求めた。

◆Ｘの主張

➢ 本件建物は、構造上、フラット３５を利用できる構造・性能を有して
いることが契約内容となっていた。フラット３５の適合証明書を受け
ることができなかったので、契約不適合である。

➢ フラット３５が利用できないのであれば契約を締結しなかったのであ
り、Ｘは錯誤により本件売買契約を取り消すことができる。

26

25

26
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【裁判所の判断骨子】

◆契約不適合か

➢ Ｘは、本件売買契約締結の際、Ｂ担当者から本件建物の耐震性能が低
いことについて説明を受けていたものと推認される。また、本件売買
契約でもＸがフラット３５の利用申込みを行うことが前提とされてい
たが、一定の期間内に同申込みの承認が得られない場合の無条件解除
が規定されているように、フラット３５が利用できない事態も本件売
買契約上は想定されていたこと、その他に本件売買契約において本件
建物が一定の構造や性能を備えていることに関する定めは存在しない
ことが認められる。

➢ これらによれば、本件売買契約において本件建物がフラット３５の適
合証明書を取得できる構造、性能を備えていることが本件売買契約の
内容として合意されていたとは認められない。

27

【裁判所の判断骨子】

◆錯誤か

➢ フラット３５が利用できるか否かは買主による売買代金の調達方法の
問題にすぎず、フラット３５が利用できなくとも他の住宅ローンを利
用することも想定されるし、フラット３５が利用できることが絶対条
件であれば端的にフラット３５の利用ができなかった場合には本件売
買契約を解除できる旨の規定を設けることも考えられるところ、実際
には本件融資利用特約による解除は一定の期間内に限られていること
からすれば、フラット３５利用の可否に関する錯誤が社会通念に照ら
して重要なものであるということもできない。

➢ 本件建物がフラット３５の利用に適合する構造、性能を備えていない
ことをもって本件売買契約を錯誤取消しできるとは認められず、Ｘに
よる取消しの効力は生じていない。

→Ｘの訴えを棄却、Ｙの違約金請求を認めた。

28

27

28
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【事案の概要】

◆平成３１年１月２５日、買主Ｘは、売主Ｙ（宅建業者）との間で本件土
地（１８８７万９１８８円）・建物（６６万７４１９円）について消費
税合計金１９６０万円で売買契約を締結し、同日、引渡しを受けた。

◆売買契約では、瑕疵担保責任については、引渡完了日から２年以内に請
求を受けたものに限り責任を負う旨が規定されていた。

◆告知書では、雨漏りもシロアリの害も「現在まで発見していない」とさ
れていた。

◆Ｘが調査を行ったところ、令和２年８月の調査では、シロアリ被害があ
るとされ、令和２年１０月の調査では、合流枡底部陥没等が指摘された。

29

【事例４ 告知書で雨漏りやシロアリの害を「発見していない」としてい
たのに、建物に雨漏りやシロアリの害があったとして、瑕疵担保責任を追
及した事例】
東京地裁令和４年１２月２２日判決（判例秘書L07733128）

◆その後Ｘは調停を申し立てたが不調となり、令和３年４月３０日、シロ
アリや雨漏りの被害について瑕疵である等として、Ｙに対して瑕疵担保
責任を追及する旨の訴訟を提起した。

◆Ｘの主張

➢ 本件売買契約当時、本件建物には、シロアリによって風呂、トイレ周
辺の土台に腐食があり、シーリングも剥離しており、１階の二つの和
室の床の板は腐食をしており、畳なしでは歩けない状態であった。こ
れらの点は、本件建物についての瑕疵に該当する。

➢ Ｙが売買契約前に行ったリフォーム工事には、シロアリ駆除工事や雨
漏り工事も含まれている。しかしながら、本件報告書にはシロアリや
雨漏りは確認されていないことになっているから、Ｙの説明は虚偽で
ある。

30

29

30
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【裁判所の判断骨子】

◆瑕疵か

➢ Ｘが提出した写真は、最も古いものでもＸが本件土地建物の引渡しを
受けてから１年半以上が経過した令和２年８月又は同年９月当時のも
のであり、他の写真も本件土地建物の引渡し後２年から３年が経過し
た令和３年４月当時又は令和４年２月当時のものであるから、そもそ
も、本件売買契約当時に、Ｘが主張するような不具合が本件土地建物
に存在していたことを認めるに足りるものではない。そして、リ
フォーム工事前の写真等においてもシロアリ被害があることを窺わせ
るものはないことも踏まえると、本件売買契約当時に、既にシロアリ
被害が存在していたとは認められないというべきである。

◆虚偽説明か

➢ 本件売買契約当時にシロアリ被害が存在したとは認められない。

➢ 壁に雨染みがあることをＹが認識していても、直ちに被告が本件建物
に雨漏りがあったと認識していたことにはならない。

→訴えを棄却

31

【事案の概要】

◆平成３１年１月２７日、買主Ｘは、売主Ｙ１との間でＹ２の仲介で、本
件土地を金４３８０万円で売買契約を締結し、引渡しを受けた。

◆本件土地には、木造２階建の住宅が建てられており、本件土地には浄化
槽が埋まっていたほか、井戸跡もあった。

◆旧建物が建っている本件土地をＸが内見した際には、地面から煙突様の
ものがあることに気付いたＸからＹ２担当者に質問がなされ、担当者は
浄化槽が埋まっている可能性があること、浄化槽が埋まっていれば撤去
して更地にして引渡す旨が説明された。

32

【事例５ 地耐力不足で、買主が当初予定していた建物の設計を変更して
建築しなければならなかったことで、売主の瑕疵担保責任と仲介業者の債
務不履行責任等を追及した事例】
東京地裁令和５年７月１９日判決（判例秘書L07830868）

31

32
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◆重要事項説明書には、住宅メーカーから地盤調査を要請される可能性が
あること、地盤補強工事が必要になる場合があること、地盤補強工事に
は費用が発生すること等が記載されていた。

◆Ｘは設計業者に本件土地に建てる建物の図面の作成を依頼し、地盤調査
をしたところ、Ｎ値が２を下回る箇所があり、当初案建物を建築する場
合には、地盤改良工事費用２９７万円の追加費用が必要であると伝えら
れた。

◆Ｙ１は追加費用を負担することを拒否したため、Ｘは建物の設計を変更
して建物を建築した。

◆ＸはＹ１に対しては、地盤改良を要する瑕疵があったとして瑕疵担保責
任に基づく損害賠償を、Ｙ２に対しては媒介契約の債務不履行責任に基
づく損害賠償を求めて訴訟を提起した。

33

◆Ｙ１に対するＸの主張

➢ Ｎ値が２に満たない軟弱地盤があって、木造２階建ての建物を任意の
場所に任意の大きさで建築することができないことは瑕疵にあたる。

◆Ｙ２に対するＸの主張

➢ 土地の売買契約において、地盤に軟弱箇所があるかどうかは重要な事
項であり、土地に浄化槽が埋まっている場合には、地盤が軟弱となる
おそれがある以上、土地に浄化槽が埋まっていたか否かもまた、重要
な事項であるにもかかわらず、Ｙ２は、Ｘに対し、本件土地に浄化槽
が埋まっていたか否かに係る調査すら怠り、説明もしなかった。

➢ 浄化槽の有無は、目的物に瑕疵が存在することを疑わせるような特段
の事情に該当するといえ、また、浄化槽の有無を確認することは、高
度の専門知識や鑑定能力を要さずに行うことができる調査である。Ｙ
２に仲介業務の一環としての調査義務違反が認められることは明らか
である。

34

33

34
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【裁判所の判断骨子】

◆瑕疵か（Ｙ１に対する判断）

➢ Ｘは、本件売買契約において、木造２階建ての住宅が建築できる土地
を売買することを合意したことが認められるが、本件土地に木造２階
建ての住宅を建築する際に、一切地盤改良が不要な土地であることが
合意されているとはいえない。このことは、本件売買契約に係る重要
事項説明書に、地盤補強工事等が必要となる場合がある旨記載されて
いることからも明らかである。

◆説明義務違反（Ｙ２に対する判断）

➢ 被告Ｙ２の担当者は、本件土地に浄化槽が埋まっている可能性がある
と認識していたことが認められるが、一般の住宅地であり、戸建て住
宅の用地として使用されていた本件土地について、仮に、浄化槽が埋
まっており、地盤に軟弱となることがあるとしても、Ｙ２において本
件土地に浄化槽が埋まっていることによって地盤改良が必要となるか
否かを判断すべきものとはいえず、浄化槽が埋まっていることによる
地盤改良の要否について説明すべき法的義務があるとまでは認められ
ない。

35

◆調査義務違反（Ｙ２に対する判断）

➢ Ｙ２は売主であるＹ１に対して浄化槽の有無を確認するのが望ましい
と考えられるということはできる。しかし、Ｙ２は、本件土地に浄化
槽が埋まっているとして、浄化槽を撤去した際にどの程度本件土地の
地耐力に影響を及ぼすかなど、本件土地の瑕疵について判断し得る立
場にないことからすると、Ｙ２に調査義務違反があったとまでいうこ
とはできない。

→Ｙ１に対する請求も、Ｙ２に対する請求も棄却

36

35

36
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【事案の概要】

◆令和元年７月１３日、買主Ｘ（宅建業者）は、売主Ｙとの間で仲介業者
の仲介のもと、本件建物を金２３５０万円で売買契約を締結し、引渡し
を受けた。

◆本件売買契約にはＹの瑕疵担保責任を免除する旨の特約があった。また、
ＹがＸに交付した物件状況報告書には事件事故については「特になし」
と記載されていた。

◆令和元年１１月２９日、インターネットのサイトに、「男性腐乱死体で
発見された」旨の匿名の投稿があった。

37

【事例６ 特殊清掃がなされた人の死について告知せずに売却したことに
つき、売主の瑕疵担保責任が問題となった事例】
東京地裁令和４年８月１８日判決（判例秘書L07732336）

◆Ｘは、令和２年１２月６日、「平成２６年７月頃に元所有者が孤独死で
発見されたこと、死後何日かは不明」という告知を行って本件建物を金
２９９９万円で売却した。

◆本件建物は、かつては亡Ａ（Ｙの父親）が所有しており、Ｙは亡ＡとＢ
（Ｙの母親）の長女である。亡ＡとＢは平成１５年１２月に離婚してお
り、Ｙは、小学生以降、亡Ａと関わりがなかった。

◆亡Ａは、平成６年に昭和６２年新築の本件建物を買い受け、平成２６年
当時、本件建物に単身で居住していた。しかし、同年６月１７日、遺体
で発見された。

◆本件遺体は、死因の特定が困難なほど死後変化が進んでいて、臭気があ
り、体液の染みが残っている状態であったので、清掃会社が消毒・清掃
を行った。

◆本件建物は、亡Ａの後、Ｙが所有者となったが、Ｂの主導で、平成３０
年ごろから売却の話が進められ、Ｘが売買契約を締結するに至った。

◆Ｘは、本件には心理的瑕疵があり、これによって売買代金が２００万円
減額することになったとして、Ｙに対して損害賠償請求を行った。

38

37

38
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◆Ｙの主張

➢ 本件建物の汚損は石けんでこすれば落ちるようなものであり、実質的
には汚損があったといえない。また、所有者が変われば、家人が死亡
したことを買主に告知する義務はない。

【裁判所の判断骨子】

◆亡Ａの死亡は、自然死ではあるが、本件遺体が初夏の梅雨入りの頃、１
週間以上にわたり本件建物内に存した結果、腐敗が進んだ状態となり、
清掃会社による消毒・清掃が行われたと認められ、国土交通省のガイド
ラインで定めた自然死でも宅地建物取引業者による告知が求められる場
合に該当することを否定することは困難である。

◆本件遺体の発見に至った経緯については、その発生から本件売買契約の
締結までに約５年が経過したことを考慮しても、なお本件建物における
居住の快適性を損なう事情に当たるといわざるを得ない。

39

◆物件状況等報告書の事件・事故・トラブル等には亡Ａの死亡に関する記
載がなかったのであるから、本件遺体の発見に至った経緯は、本件建物
の隠れた瑕疵に当たると認めるのが相当である。

◆本件売買契約は、実質的に母が代理権を授与されていたので、改正前民
法５７２条の適用については、被告の母の認識に基づき判断することが
相当である（民法１０１条２項参照）。そして、Ｙの母は、本件遺体の
発見に至った経緯を認識していたと認められるから、Ｙの母、ひいては
Ｙは本件瑕疵について悪意であったと認めるのが相当である。

◆したがって、本件瑕疵については、改正前民法５７２条により、本件免
責特約の適用が制限されることになるから、Ｙは、Ｘに対し、瑕疵担保
責任に基づく損害賠償義務を負うことになる。

→瑕疵の発生から５年が経過していること、本件建物が築３０年を超えて
いること等を考慮して、損害額を５０万円と判断した。

40

39

40
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【事案の概要】

◆平成２９年６月２６日、宅建業者Ｙは、宅建業者Ｚから、本件土地建物
につき、第三者のためにする契約により、金４９５０万円で売買契約
（本件第１売買契約）を締結した。

◆平成２９年６月２７日、買主Ｘは、売主（宅建業者）Ｙとの間で、本件
土地建物につき金６６００万円で売買契約（本件第２売買契約）を締結
し、同６月３０日、ＺからＸに所有権移転登記がなされた。

◆本件第１売買契約では、瑕疵担保責任は免責されていた。また、ＺはＹ
に対し、本件建物１号室に暴力団組織に属する者がいることは告知して
いなかった。

41

【事例７ 収益物件中に暴力団組織に属する者が居住していたことが瑕疵
であるとして、売主の瑕疵担保責任等が問題となった事例】
東京地裁令和４年５月３０日判決（判例秘書L07731767）

◆本件第２契約では、Ｙは引渡しから２年以内は瑕疵担保責任を負う旨が
定められていた。また、ＹはＸに対し、「親族等の占有補助者を含む本
件建物に入居中の賃借人に暴力団関係者がいないことを確認している」
旨を告知していた。

◆平成２９年７月頃、Ｘは本件建物１号室に暴力団関係者らしき人物が存
在しているとの話を聞き、さらに、同年１２月１日、賃料の支払を直接
促すために本件建物１号室を訪れたところ、対応した者が指定暴力団の
舎弟であることを認めた。そこで、Ｘは平成３０年８月に建物明け渡し
請求訴訟を提起したところ、同人らは９月１６日に退去した。

◆そこで、Ｘは、Ｙに対し、暴力団事務所として使用されていたことは瑕
疵にあたり、また、暴力団関係者がいたことを告げなかった告知義務違
反があるとして、損害賠償請求を行った（なお、本件では、他にもシロ
アリの存在や滞納者の存在の告知義務違反なども問題となっているが、
いずれも裁判所は認めなかったので、割愛する。）。

42

41

42
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【裁判所の判断骨子】

◆本件第２売買契約における「瑕疵」とは、客観的に目的物が通常有する
べき設備を有しない等の物理的欠陥が存在する場合のみならず、目的物
の通常の用途に照らしてその使用の際に心理的に十全な使用を妨げられ
るという心理的欠陥も含むものと解される。

◆賃借人の同居人は、組長という立場にある者であったこと、上位組織は
本件建物の所在する群馬県に本家を置く指定暴力団であること等からす
れば、そのような暴力団組織に所属する者が居住している事実が存在す
ることにより、当該居室のみならず、本件建物のその他の居室を賃借し、
又は賃借しようとする者において、使用の際に心理的に十全な使用を妨
げられることになるものと認められる。

◆また、上記に加えて、本件第２売買契約の目的物がオーナーチェンジが
予定されている収益物件であること及び現代における暴力団排除の意識
の高まりに鑑みれば、本件建物の売却に当たっても相応の価値下落が生
じるものと考えられる。

43

◆本件建物１号室において具体的な事件・事故等が発生したわけではない
にせよ、暴力団関係者が居住していた居室であるという事実の存在によ
り、当該居室を使用し、又は使用しようとする者はもとより、当該居室
以外の本件建物の居室を使用し、又は使用しようとする者にとって心理
的に十全な使用を妨げられることに変わりはなく、また、かかる事情か
ら、本件物件自体を購入しようとする者にとっても躊躇を覚えることは
避けられないものといえる。したがって、本件において、賃借人らが退
去した事実をもって瑕疵が消滅したとのＹの主張は採用できない。

→立退請求の費用、退去に伴う賃料損失、物件価格の下落分（１割）の合
計７２６万９２３４円の損害賠償を命じた。（なお、Ｙは暴力団関係者が
存在することを認識していなかったとして、告知義務違反は認めなかっ
た。）

44
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【事案の概要】

◆平成３０年８月６日、買主（宅建業者）Ｘは、売主側仲介業者Ｙ、買主
側仲介業者Ａの媒介により、売主Ｙ２との間で、本件土地建物につき、
金８８００万円で売買契約を締結した（瑕疵担保責任は免責）。

◆本件土地建物は、Ｙ２の父親が所有して１階部分を金型製造工場として
使用しており、その後工場は閉鎖、両親の死亡により、平成２３年から
Ｙ２が所有していた。なお、Ｙ２は第三者に本件建物を賃貸していた。

◆本件土地の前面道路（北側は行き止まり、南側で公道に接続）は私道で
あり、舗装されているが幅員は狭く、私道に面した建物に車庫はなかっ
た。

45

【事例８ 土地前面の私道について、所有者間で自動車通行をしない旨の
取り決めがあることを買主に説明しなかったとして、売主と仲介業者の説
明義務違反や売主の瑕疵担保責任が問題となった事例】
東京地裁令和４年７月２６日判決（判例秘書L07732516）

◆Ｘは、仲介業者Ａから本件土地建物を紹介されたが、この時点では、
「全面道路車両通行不可（近隣との取り決めあり）」とされていた。

◆Ｘは、一般車両の通行ができれば転売により利益が出ると考え、Ａにそ
の旨を伝えた。Ａは売主側の仲介業者Ｙに対し、一般車両の通行を含む
通行承諾を得るように要請した。

◆Ｙは私道の所有者らから「本件私道を無償にて通行（一般車両・工事車
両を含む）すること」についての承諾書を取得した。しかし、所有者ら
は、これを工事関係車両の一般車両に限定しているものと考えて承諾書
に署名押印したものであった。

◆一般車両の通行承諾が認められたということでＸは売買契約を締結した
が、Ｘが建物の解体工事に着手したところで、本件私道所有者から工事
車両以外の一般車両については通行を承諾しない旨を明確に伝えられた。

◆そこでＸは建物を解体の後、更地になった土地を売却した（Ｘは買主と
建物の建築請負契約を締結した。）。

46
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◆Ｘは、仲介業者Ｙと売主Ｙ２には前面私道について自動車通行をしない旨の取
り決めがある旨を説明しなかった説明義務違反があり、また、売主Ｙ２には瑕
疵担保責任があるとして、損害賠償を求めて訴えを提起した。

【裁判所の判断骨子】

◆Ｙの担当者は、Ｘが、一般車両の通行承諾を売買契約締結の条件としていたこ
とを認識していたと認められる。そうすると、Ｙらは、本件売買契約を締結す
るに当たり、Ｘに対し、私道所有者らが本件私道の自動車通行を承諾している
か否かを説明すべき信義則上の義務を負っていたというべきである。

◆本件私道所有者らは、一般車両の通行を承諾する意思がないのに、本件承諾書
に署名押印していることから、本件承諾書が工事関係車両の通行に関するもの
と誤解していたと推認されるところ、Ｙ担当者が、所有者らに対し、本件承諾
書が工事関係車両以外の一般車両の通行を含むものである旨明確に説明し、意
思を十分確認していれば、このような誤解が生じることはなかったと考えられ
る。そうすると、Ｙ担当者が、私道所有者らの意思を十分確認することなく本
件承諾書に署名押印させた上、Ｘに本件承諾書を提出して、私道所有者らが一
般車両の通行を承諾している旨の事実に反する説明をしたことについて、Ｙに
は過失があったと認めるのが相当である。

47

◆他方、売主Ｙ２については、本件土地建物の居住しておらず、「取り決
め」の存在を認識していたと認めることはできない。本件物件の売買交
渉等については、仲介業者Ｙに依頼していたこと、Ｙ担当者が私道所有
者から本件承諾書を取得していたことからすると、Ｙ２において私道所
有者らに問い合わせるなどして通行承諾の有無を調査し、Ｘに説明すべ
き義務があったとはいえず、私道所有者らが一般車両の通行を承諾して
いないことを説明しなかったことについて、Ｙ２に過失があるとは認め
られない。

◆本件では、瑕疵担保責任は免責されていて、また、私道の自動車通行を
承諾していないこと知りながらＹ２がＸに告げなかったということはな
いので、Ｙ２が瑕疵担保責任を負うことはない。
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【事案の概要】

◆平成２９年６月１日、買主Ｘは、売主（宅建業者）Ｙとの間で、本件土
地建物につき、投資用物件として、金４億５６００万円（後に、３億４
４００万円に変更）で売買契約を締結した。

◆本件土地建物の所有者は株式会社Ａであり、売買契約では、所有権移転
登記は、ＡからＸに直接なされることとされていて、平成２９年６月２
２日までに決済がなされ、所有権がＸに移転した。

◆Ｙが作成したレントロールには、満室想定賃料月額は２１２万２５８９
円、表面利回りが７．４４％と記載されていた。

49

【事例９ 収益物件について、看板の表示が限定されることによって収益
に影響を及ぼす条例の規制に関する説明を怠ったとして、売主である宅建
業者の説明義務違反が問題となった事例】
東京地裁令和４年３月２９日判決（判例秘書L07730745）

◆本件建物屋上の広告看板掲出スペース（本件工作物）があり、Ｙは、Ｘ
に対し、Ａが月額２０万円で、一般社団法人Ｂ（代表者はＡと同一）が
月額３５万円で一時使用契約を締結している旨を説明し、想定満室賃料
には、この賃料収入も含まれていた。平成２９年７月１日、ＸはＡ・Ｂ
とこれらの一時使用契約を締結した（ただし、広告は掲出されないまま、
平成３０年６月末日をもって、一時使用契約は中途解約となった。）。

◆東京都屋外広告物条例では、本件土地建物の地域では、広告物の表示が
禁止されており、ただし、自己の氏名、名称、店名又は商標を表示する
ために自己の住所、事業所等を表示するものについては２０平方メート
ル以下に限り知事の許可を受けて設置することができるという規制があ
る。

◆そこで、Ｘは、本件工作物の「賃貸能力」つき正確な内容を説明すべき
信義則上の義務を負っていたのに、本件規制について調査して説明しな
かったとして、Ｙに対して損害賠償を求める訴えを提起した。
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◆Ｙの主張

➢ 本件工作物は、本件売買契約上はもちろん宅地建物取引業法上の建物にも含
まれない付帯設備にすぎない以上、買主Ｘからの具体的な調査依頼等がない
状況の下では、かかる付帯設備に適用される条例に基づく子細の制限の内容
についてまで、売主Ｙが買主Ｘに対して宅地建物取引業法に基づいて重要事
項として説明すべき義務を負うことにはならない。

【裁判所の判断骨子】

◆一般に投資用物件である不動産を購入するか否かに当たって主として着目され
るのは、利回り及びその基礎となる当該不動産に係る収益の額であることは明
らかであるところ、宅地建物取引業者は、取引の関係者に対し、信義を旨とし、
誠実にその業務を行わなければならないとされている（宅地建物取引業法３１
条１項）。

◆売買の対象となる投資用物件である不動産につきその使用収益に法令上の制限
があれば想定される収益の額に直ちに影響を及ぼし得るものである上、宅地建
物取引業者には、契約の対象である宅地及び建物に係る一定の法令に基づく制
限につき、当該契約の相手方に対して説明することを求められている（宅地建
物取引業法３５条１項２号参照）。

51

◆これらを考慮すれば、自ら投資用不動産を販売しようとする宅地建物取
引業者は、その販売に当たり、提示した販売価格の妥当性を説明する前
提として当該不動産において想定される利回り及びその基礎となる収益
の額を、当該不動産の購入を検討する者に対して説明する場合には、信
義則上、想定される利回りの基礎となる収益の額に影響を及ぼし得る法
令上の制限の有無及びその内容についても調査して説明すべき義務を負
うものと解するのが相当である。

◆Ｙは、本件不動産に係る収益に影響を及ぼし得る本件規制に関する説明
をしなかったものであって、このことは、信義則上の義務に違反したも
のとして不法行為を構成するものと認めるのが相当である。

→看板部分の賃料は１５万円程度であるとして、その賃料減額の割合から
建物価格の減額分を約２０００万円と算定し、４割の過失相殺を認めて、
１２０１万３４０１円の損害賠償を命じた。
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【事案の概要】

◆不動産投資に興味をもち、戸建て物件を探していた買主Ｘは、令和元年
年９月２７日、売主Ｙとの間で、本件土地建物につき、金３５０万円で
売買契約を締結した。契約締結当時、本件建物はＡが賃借していた。

◆Ｘは同年９月１８日に、本件物件を紹介された。客付け業者Ｂを通じて、
元付け業者Ｃに対して雨漏り等がないかを確認するよう依頼した。

◆Ｃは、９月１９日に、Ｂに対し、「雨漏れ、シロアリ、水害、躯体の傾
きはないようです」とLINEで回答した。

53

【事例１０ 収益物件について、売主が建物の雨漏りを認識していたのに
雨漏りを発見していないと説明した欺罔行為があったとして、売主の損害
賠償責任が問題となった事例】
東京地裁令和４年２月１７日判決（判例秘書L07730456）

◆売買契約書と契約に先だって交付された重要事項説明書には、本物件は
築４２年が経過していること、屋根・躯体等に自然損耗、経年劣化があ
り、いつ壊れてもおかしくないこと、現状有姿での引渡しで瑕疵担保責
任は免責であることが記載されていた。物件状況確認書の雨漏りの項目
は、「現在まで雨漏りを発見していない」にチェックがされていた。

◆本件契約後、ＸがＡに電話を掛けて挨拶したところ、１階和室カーテン
が濡れていること、壁に染みがあること、部屋もかび臭く、住める状態
でないので、近く退去することを伝えられた。また、平成３１年４月に
本件物件に入居したが６月にはこのような状態になり、８月頃にはＡが
仲介業者Ｄに苦情を連絡したとのことであった。

◆ＸがＤに確認すると、ＤはＡから苦情があり、雨漏りが原因で退去予定
であることは聞いていて、Ｙにも伝えていると言われた。

◆そこで、Ｘは、Ｙに対し、Ａの状況を告知されていたら売買契約を締結
することはなく、本件は詐欺による不法行為であるとして、損害賠償請
求を行った。
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◆Ｙの主張

➢ Ｄからはカーテンが湿気ているということしか聞いておらず、雨漏り
は認識していない。物件状況報告書の記載は、雨漏りの有無は確定し
ておらず、Ｙが本件物件を購入した時点では雨漏りはなかったうえ、
本件物件には入居者がいて雨漏りの確認はできていないので、Ｃの助
言に従って「雨漏りは発見していない」という回答にしたに過ぎない。

➢ 本件建物がいつ壊れてもおかしくないということはＸに十分説明して
おり、虚偽の説明は行っていない。

【裁判所の判断骨子】

◆Ｙは、本件契約に先立ち、本件物件の１階和室に本件物件の価値を大き
く減ずる規模の雨漏りが生じており、賃借人Ａがこれを理由として退去
する意向であることを知っていながら、この事実をＸに告げず、かえっ
て「現在まで雨漏りを発見していない。」とする物件状況確認書を原告
に交付し、かつ、事前のＸからの雨漏りの有無に係る問い合わせに対し
てもＣ経由でその存在を否定する旨の返答をしていたことになる。

55

◆Ｙは、本件物件に係る相当大規模な雨漏りの有無（及び賃借人がこれを
主たる理由として退去予定であること）という、投資用物件としての本
件物件の資産価値を決定的に左右する点について、その売主として故意
に買主であるＸに対して虚偽の事実を告知したものといわざるを得ない
から、これは全体としてＹによるＸに対する欺罔行為に当たり、これに
よってＸは本件契約の締結に至ったものというべきである。

→不法行為を認め、売買代金、登記費用、仲介手数料、弁護士費用等計４
０４万６８１８円の損害賠償を認めた。なお、予備的請求の瑕疵担保責任
についても、知りながら告げなかった瑕疵として、免責されないことにも
言及。
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